
950 精神経誌（2014）116巻 11号

新興医学／精神雑誌 116巻 11号　　宮田論文　　再校　　2014年 11月 13日　　950頁

　DSM‒Ⅳ‒TRの物質関連障害（Substance‒
Related Disorders）の章は，DSM‒51）では物質関
連障害および嗜癖性障害群（Substance‒Related 
and Addictive Disorders）に変更となった．
DSM‒5の最大の変更点は，この領域の中心概念
であった依存（dependence）に代わり，物質使用
障害（Substance Use Disorder）を採用したこと
である．第 2の変更点は，非物質関連障害群
（Non‒Substance‒Related Disorders）としてギャ
ンブル障害（Gambling Disorder）を新たに加え
たことである．以上の 2点は，歴史的な変更とい
える．しかし，後述するように DSM‒5ではやや
理念が先行し，矛盾のない理論構築や精密な診断
基準の作成が不十分である（あるいは間に合わな
かった）印象を受ける．その意味では，今後も変
更を加える中で完成度を高めていくものと考えら
れる．本稿では，物質関連障害および嗜癖性障害
群に含まれる各疾患を紹介しながら DSM‒5の理
念や方向性を考えてみたい．

1．物質使用障害という概念の導入
　DSM‒5の物質使用障害の診断基準は，DSM‒
Ⅳ‒TRの物質依存と物質乱用の診断基準を合わ
せて作られている（表 1）．ただし，物質乱用の中
で「法律上の問題」は削除され，新たに「物質に
対する渇望」が追加されている．この結果，DSM‒
5では物質乱用に相当する社会障害がより重視さ
れた診断構造になっている．また，診断が成立す
るための条件として，DSM‒Ⅳ‒TRでは，物質依
存が 7項目中 3項目以上，物質乱用が 4項目中 1
項目以上必要であったのに対して，DSM‒5では
11項目中（幻覚薬と吸入剤では離脱の項目がない
ため 10項目）の 2項目以上で診断が成立すること
から，DSM‒5では診断の閾値が低下している．こ
れらのことから，DSM‒5の物質使用障害の診断
概念の意義を挙げるならば，乱用と依存という 2
つの異なる概念を統一することで，これまで医学
的治療の対象とみなされなかった段階から，連続
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的に医学的問題として把握し，医療的支援の対象
に結びつける可能性が高まることである．その
他，DSM‒Ⅳ‒TRの物質依存では，物質の種類に
かかわらず共通の診断基準を用いていたのに対し
て，DSM‒5では物質の特性に応じて診断項目の
内容が変えられている点で改良されたといえる．

2．その他の変更点
　多物質関連障害（Polysubstance‒Related Disor-
ders）のカテゴリーが削除された．その他，診断
項目の附記として，DSM‒5では物質ごとに重症
度分類（2～3項目が軽症，4～5項目が中等症，6
項目以上が重症）を特定（specify）することが求
められている．

1． アルコール関連障害群（Alcohol⊖Related 
Disorders）

　アルコールに関しては，DSM‒5における診断
基準の変更，すなわち，DSM‒Ⅳ‒TRの依存と乱
用の診断基準が，DSM‒5では使用障害として統
合された影響は比較的少ないといえる．なぜなら
ば，アルコールは社会生活障害を強く起こすこと
から，社会生活障害が重視された診断構造になっ

ても該当する項目数はそれほど変わらないからで
ある．しかし，治療の観点から考えた場合，
DSM‒5では診断基準の閾値が低下している点は
考慮しなければならない．なぜならば，アルコー
ルの使用障害の場合，重症度によって治療方針が
異なるからである．特に，近年，“harm reduc-
tion”として節酒の治療的意義が見直されている
中で，節酒と断酒を使い分ける場合，DSM‒5の診
断範囲は広すぎるため，その重症度も考慮した見
方が必要になる．この他，DSM‒Ⅳ‒TRではアル
コール誘発性障害（Alcohol‒Induced Disorders）
の中に分類されていたアルコール中毒（Alcohol 
Intoxication），アルコール離脱（Alcohol With-
drawal），特定不能のアルコール関連障害
（Unspecified Alcohol‒Related Disorder）がDSM‒
5では独立したカテゴリーになっている．

2． カフェイン関連障害群（Caffeine⊖Related 
Disorders）

　DSM‒5のカフェイン関連障害群では，DSM‒
Ⅳ‒TRと同様にカフェイン使用障害は採用され
なかったが（今後の研究のための病態に記載），
DSM‒Ⅳ‒TRでは検討課題であったカフェイン離
脱は正式に採用された．カフェイン離脱は，カ
フェインを長期間摂取していた者が，中止もしく

それぞれの障害群における変更点

表 1　DSM‒5の物質使用障害
11項目中 2項目以上．同じ 12ヵ月以内のどこかで起こる

項目 意味 DSM‒Ⅳ‒TR
との対比 内　　　容

 1 制御障害 物質依存 当初の思惑よりも，摂取量が増えたり，長期間使用する
 2 制御障害 物質依存 やめようとしたり，制限しようとする努力や，その失敗がある
 3 制御障害 物質依存 物質に関係した事象（入手，使用，影響からの回復）に多くの時間を費やす
 4 制御障害 新規項目 物質使用への渇望や強い欲求がある
 5 社会障害 物質乱用 物質使用の結果，社会的役割を果たせない
 6 社会障害 物質乱用 社会・対人関係の問題が生じたり，悪化しているにもかかわらず，使用を続ける
 7 社会障害 物質依存 物質使用のために，重要な社会的，娯楽活動を放棄または縮小する
 8 危険な使用 物質乱用 身体的に危険な状況下で反復使用する
 9 危険な使用 物質依存 心身に問題が生じたり悪化することを知っていながら，使用を続ける
10 耐　性 物質依存 反復使用による効果の減弱，または，使用量の増加
11 離　脱 物質依存 中止や減量による離脱症状の出現，または，その回避のために再使用
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は減量した場合に 24時間以内に，①頭痛，②著し
い倦怠感や眠気，③不快または抑うつ気分，いら
いら，④集中困難，⑤インフルエンザ様の症状（吐
き気，嘔吐，筋肉の痛みやこわばり）の中で 3項
目以上が該当する場合に診断される．この中で特
に頭痛が特徴的で，時間経過とともに頭全体に広
がり，ズキズキする痛みが強くなる．

3． 大麻関連障害群（Cannabis⊖Related Disor-
ders）

　大麻離脱はDSM‒Ⅳ‒TRまでは検討課題にも挙
がっていなかったが，DSM‒5で新たに採用され
た．この背景には，従来，大麻では離脱症状は出
現しにくいとされていたのに対して，近年，大麻
の離脱症状のエビデンスが集積されてきたことが
関係している．大麻離脱は，使用中止後 1～3日以
内に出現し，ピークは 1週間以内で，1～2週間持
続する．症状は，いらいら，神経過敏，食欲減退，
睡眠障害，抑うつ気分，各種の不快な身体症状（振
戦，発汗，頭痛など）などである．大麻離脱の存
在は，大麻使用障害の重症度や予後不良に関係す
る点で重要である．

4． 幻覚薬関連障害群（Hallucinogen⊖Related 
Disorders）

　フェンシクリジンは，解離性麻酔薬に分類され
ることからDSM‒Ⅳ‒TRでは幻覚薬とは別のカテ
ゴリーに分類されていたが，幻覚薬類似の症状を
惹起することから，DSM‒5では幻覚薬と同じカ
テゴリーに分類された．この結果，DSM‒5では，
使用障害，中毒，誘発性障害のいずれにおいても，
フェンシクリジンと他の幻覚薬の二種類の診断基
準が存在する．一方，幻覚薬持続性知覚障害は，
幻覚薬においてのみ用いられる診断基準であり，
幻覚薬を使用していない状態でも，幻覚薬使用時
に体験した知覚症状（幻覚など）を追体験するも
のであり，フラッシュバックに相当するものであ
る．

5． 吸入剤関連障害群（Inhalant⊖Related Disor-
ders）

　DSM‒5の吸入剤関連障害群では，依存と乱用
の診断分類が使用障害に統合された点を除いては
DSM‒Ⅳ‒TRから大きな変更はない．DSM‒Ⅳ‒
TRの吸入剤依存の診断基準と同様に，吸入剤使
用障害の診断基準に離脱の項目は含まれていない．

6． オピオイド関連障害群（Opioid⊖Related 
Disorders）

　診断基準とは直接関係ないが，DSM‒Ⅳ‒TRま
では opioidの日本語訳としてアヘン類が用いられ
てきた．アヘンとはケシ未熟果から採取された成
分の総称でモルヒネやコデインを含む．これに対
して，オピオイドとはオピオイド受容体に結合し
てモルヒネ様作用を発揮する物質の総称であるこ
とから，オピオイドが正確な訳語といえる．
DSM‒Ⅳ‒TRと DSM‒5の診断基準の違いに関し
ては，他の物質と同様に使用障害となった点を除
けば大きな変更はない．

7． 鎮静薬，睡眠薬または抗不安薬関連障害群
（Sedative⊖，Hypnotic⊖，or Anxiolytic⊖
Related Disorders）

　DSM‒Ⅳ‒TRからDSM‒5への変更に関しては，
他の物質と同様に使用障害となった点を除けば大
きな違いはない．

8． 精神刺激薬関連障害群（Stimulant⊖Related 
Disorders）

　DSM‒Ⅳ‒TRでは別々のカテゴリーに分類され
ていたアンフェタミン類とコカインは，臨床的な
類似性から DSM‒5では精神刺激薬関連障害群に
統合された．DSM‒5の精神刺激薬はアンフェタ
ミン類とコカインにとどまらず，類似の薬理学的
な特性をもち，乱用リスクのあるメチルフェニ
デートや植物由来のカートも含む．以上の変更
は，精神薬理学的観点からは合理的なものといえ
る．精神刺激薬の使用障害の診断基準は，これま
で紹介してきた物質と同様の構造となっている．
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9． タバコ関連障害群（Tobacco⊖Related Disor-
ders）

　DSM‒5での変更点は 2点ある．第 1に，ニコチ
ン関連障害からタバコ関連障害に名称が変更に
なったことである．ニコチンかタバコかの議論は
古くからある．ニコチンを含まないタバコは摂取
されないことからニコチンに依存性があることは
明白であるが2），一方，喫煙という行動が社交的
意味をもち，ニコチンの報酬効果を増強させる，
あるいは，燃焼によって生じた多くの化学物質が
ニコチンの報酬効果を増強させるなどの理由から
タバコを重視する立場がある6）．DSM‒5は後者の
立場をとったといえる．
　第 2に，DSM‒Ⅳ‒TRのニコチンでは依存の診
断基準はあったものの，乱用（社会生活障害）の
診断基準は存在しなかった．しかし，DSM‒5の使
用障害は，DSM‒Ⅳ‒TRの依存と乱用の診断項目
を合わせて作られていることから，乱用に相当す
る社会生活障害が自動的に含まれている．具体的
には，「タバコ使用の結果，重要な社会的役割を果
たせなくなる」　「身体的に危険な状況でタバコを
使用する」　「社会的問題がタバコにより生じてい
るにもかかわらず，使用を継続する」の 3項目で
ある．これに対して，DSM‒5のテキストブックで
は，タバコによって社会的役割を果たせなくなる
ことはほとんどないものの，喫煙を嫌う者との間
で議論になる，あるいは，喫煙を制限される社会
的状況を回避するなどの問題は生じるとしてい
る．さらに，ベッドや可燃性物質の近くで喫煙す
るなどの危険な行為も生じるとしている．しか
し，このような状況は DSM‒Ⅳ‒TRでも同じで
あったことから，DSM‒5の改訂でタバコによる
社会生活障害を新たに組み入れた経緯をもう少し
はっきりと説明するべきではないだろうか．

10．ギャンブル障害（Gambling Disorder）
　DSM‒5においてギャンブル障害が組み入れら
れた背景には，ギャンブル障害などの行動嗜癖と

物質使用障害には症候学的な類似性がある3），あ
るいは，ギャンブルのような行為でも，物質と同
様に脳内報酬系が活性化される4）などの知見が集
積されたことによる．ギャンブル障害の診断項目
は，耐性（興奮を得るために掛け金が増える），離
脱（やめると落ち着かず，いらいらする），制御障
害（中止や制限の失敗がある），制御障害（ギャン
ブルに心を奪われている），制御障害（つらいとき
にギャンブルをする），社会障害（損失を取り戻そ
うとする），社会障害（ギャンブルへの没頭を隠す
ために嘘をつく），社会障害（社会生活を犠牲にす
る），社会障害（ギャンブルによる経済的な破綻を
回避するために他人の金を頼る）の 9項目からな
る．ギャンブル障害では，ギャンブルによる経済
的破綻などの社会生活障害を重視した立場で，物
質使用障害とは共通項の少ない診断基準であり，
むしろ，後述するインターネット・ゲーム障害の
ほうが物質関連障害と類似した診断基準になって
いる．

1．カフェイン使用障害
　DSM‒5ではカフェイン使用障害の疾病概念と
しての問題点を以下のように指摘している．すな
わち，臨床的に問題のないカフェイン使用者と，
臨床的に問題となるカフェイン使用障害を明確に
区別することが困難である．その理由として，①
カフェインでは社会生活障害を起こしにくいこ
と，②社会・行動・心理学的な問題が生じている
としても，そのすべての原因をカフェインに求め
ることが困難なことを挙げている．このため，カ
フェイン使用障害の診断基準案では，他の物質よ
りも診断の閾値を高くしている．同時に，カフェ
イン使用障害という疾病概念の信頼性や妥当性，
および，罹病状況の研究を今後推進する必要性を
強調している．

＂今後の研究のための病態＂における変更点



954 精神経誌（2014）116巻 11号

新興医学／精神雑誌 116巻 11号　　宮田論文　　責了　　2014年 11月 13日　　954頁

2．インターネット・ゲーム障害
　インターネット・ゲーム障害では，インター
ネットを使用したギャンブル性の高い（賭金の発
生する）ゲーム，職業としてのインターネット使
用，フェイスブックなどの社会的交流のための使
用，ポルノグラフィーなどの性的なサイトの利用
などを除外したものを対象としている．DSM‒5
の作業部会では，240編以上の論文を検討してイ
ンターネット・ゲーム障害と物質使用障害やギャ
ンブル障害との間に，耐性，離脱，使用制御の試
みの失敗，社会生活障害における共通点を見出し
ている5）．一方で，検討課題として，新しいゲー
ムが次々に作られている中で，ゲームごとに障害
のパターンが変化するのか，あるいは，ゲームの
種類によって障害のパターンが異なるのかが今後
明らかにされるべきとしている．

3． 出生前のアルコール暴露に関連した神経行
動障害

　本疾病の概念は，出生前のアルコール暴露に関
連した神経認知，自己制御，適応的機能の障害で
ある．神経認知機能とは，知的機能全般（IQ），
実行機能，学習機能，記憶，視空間推論を含む．
自己制御とは，気分や行動の制御，注意力，衝動
制御の能力を，また，適応的機能とは，言語によ
るコミュニケーション，社会的交流，日常生活技
能，運動機能を意味する．これらの障害が幼少時
期に出現し，臨床的に重大な障害や苦痛を引き起
こす．出生前のアルコール暴露がどの程度であれ
ば神経発達障害を起こすかについては，まだ，
はっきりとしていないが，おおよその目安として
軽度の飲酒習慣（1ヵ月に 1～13回の飲酒機会で，
1回の飲酒で 2杯まで）を超えた飲酒を想定して
いる．

　以上，DSM‒5の物質関連と嗜癖性障害につい
て，その変更点を中心に概説した．DSM‒5は，科
学的なエビデンスをベースにした診断基準の作成
を目指している．その目的は明確であるし，従来
とは異なった新たな診断概念が生まれてくる可能
性がある．今回の改訂ではディメンジョン診断は
採用されなかったが，今後導入される可能性が高
い．このような中で，改めて DSMは，研究や統
計のための診断ツールに特化していく可能性が示
唆される．この診断基準を臨床の場面でどのよう
に取り入れていくのかが今後の課題と考えられ
る．しかし，DSMは改訂の途中であることから，早
急な結論は避けて今後の改訂を見守っていきたい．

　本稿は日本アルコール・薬物医学会および日本依存神経
精神科学会の用語検討委員会の活動としてまとめられた．

　なお，本論文に関連して，開示すべき利益相反はない．
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